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国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
等
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

法
人
農
地
取
得
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
制
度
の
全
国
展
開
及
び
実
施
期
間
の
延
長
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
。

ま
た
、
本
法
に
基
づ
く
対
象
地
域
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
地
域
の
農
業
経
営
及
び
農
地
の
利
用
状
況
等
に
つ
い

て
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
。

二

株
式
会
社
の
農
地
所
有
を
認
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
農
地
等
が
目
的
外
使
用
、
転
売
又
は
開
発
行
為
等
に
よ
り
荒
廃

す
る
こ
と
等
の
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
近
隣
農
家
等
の
懸
念
・
不
安
の
払
拭
に
努
め
る
こ
と
。

三

株
式
会
社
の
農
地
所
有
を
認
め
た
後
、
農
地
の
利
用
状
況
等
に
つ
い
て
的
確
に
監
視
す
る
よ
う
地
方
公
共
団
体
を
指
導
す

る
と
と
も
に
、
目
的
外
使
用
等
を
理
由
に
農
地
等
の
所
有
権
を
特
定
地
方
公
共
団
体
に
移
転
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
地

方
公
共
団
体
は
住
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
努
め
、
売
買
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
適
切
な
価
格
で
取
得
す
る
な
ど
、
当

該
地
方
公
共
団
体
の
住
民
に
必
要
以
上
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

四

国
家
戦
略
特
別
区
域
自
家
用
有
償
観
光
旅
客
等
運
送
事
業
に
つ
い
て
は
、
公
共
交
通
で
あ
る
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
等
が
極
端

に
不
足
し
て
い
る
地
域
に
お
け
る
観
光
客
等
の
移
動
の
利
便
性
の
確
保
が
目
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
存
の
一
般
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
で
対
応
可
能
な
場
合
は
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
。
ま
た
、
同
制
度
の
全
国
で
の
実
施
や
、
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
ド

シ
ェ
ア
」
の
導
入
は
認
め
な
い
こ
と
。

五

自
家
用
自
動
車
に
よ
る
有
償
運
送
に
お
い
て
、
観
光
客
等
を
対
象
に
す
る
場
合
に
は
、
運
転
手
に
第
二
種
運
転
免
許
の
取

得
者
を
充
て
る
な
ど
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
準
じ
た
安
全
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

六

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
は
あ
く
ま
で
特
例
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
共
交
通
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
バ
ス
・
タ

ク
シ
ー
等
の
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
振
興
や
、
そ
れ
ら
へ
の
公
的
補
助
、
業
務
委
託
な
ど
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
の
活

用
に
つ
い
て
も
併
せ
て
取
り
組
む
こ
と
。

七

国
家
戦
略
特
別
区
域
処
方
箋
薬
剤
遠
隔
指
導
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
離
島
や
過
疎
地
な
ど
、
対
面
で
の
服
薬
指
導

が
困
難
な
地
域
に
限
定
し
、
全
国
展
開
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


